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事務局修正箇所一覧（環境基本計画） 

 

No. 箇所 修正事項 備考 

① 修正素案(その３) 

修正素案(その４) 

全体 

・字体、文字間隔等を調整 R5.3審議会 

委員の御意

見 

② ・「解説」枠を設ける用語について、「＊解説」を付すこと

に変更 

R5.3審議会 

委員の御意

見 

③ ・「解説」枠を設ける用語を整理 

「ＳＤＧｓ」「地域循環共生圏」 

「はちのへクリーンパートナー」 

「国民運動「COOL CHOICE」」「３Ｒ」「食品ロス」 

 

④ 修正素案 

(その３)P3 

(その４)P3 

第１章第２節 

＜環境基本計画の位置づけ＞ 

・条例や他計画との関係を示す文言を整理 

八戸市環境基本条例との関係→根拠条文「第８条」へ変更 

他計画との関係→「整合」へ統一 

R5.3審議会 

委員の御意

見 

 

⑤ 修正素案 

(その３)P5 

(その４)P6 

第２章第２節 

＜基本目標＞ 

・文章を変更 

「第１節の環境像」→「八戸市の環境像」 

 

⑥ ・横断的に関わる目標についての記述を本文に追加 

「４つの基本目標はそれぞれ独立した目標であると同時

に、「良好な環境を支え次世代へつなぐ人・仕組みづく

り」は各分野に横断的に関わる目標でもあります。」 

 

⑦ 修正素案 

(その３)P6 

(その４)P7 

第２章第３節 

＜計画が対象とする環境の範囲＞ 

・基本目標ごとの環境の範囲を表形式で整理 

 

⑧ 修正素案 

(その３)P9～38 

(その４)P9～46 

第３章全体 

・各節タイトル直下の説明文を整理  

⑨ ・表記を変更 

「（１）関連する環境項目」→「（１）関連する施策」 

 

⑩ ・基本目標ごとの施策の表記を変更 

「①清らかな水の保全」→「施策１ 清らかな水の保全」 

 

資料１-２ 
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⑪ 各節内に施策ごとに関連するＳＤＧｓアイコンを表示  

⑫ ・市、市民、事業者の取組に係る記述を変更 

＜市の施策方針＞＜市民の行動指針＞＜事業者の行動指針＞ 

→＜市の施策方針、市民・事業者に期待される役割＞ 

 

⑬ （３）効果指標 

・関連指標ごとに前計画期間中の実績を解説する＜参考＞を

表形式で整理 

 

⑭ 修正素案 

(その３)P7～8 

(その４)P10～11 

第３章 

＜施策の体系とＳＤＧｓとの関係＞ 

・関係表を第２章から移動 

 

 

⑮ 修正素案 

(その３)P14 

(その４)P20 

第３章第２節 

（２）施策の方向 施策１ きれいな空気の保全 

・環境基準についての説明を本文に追加 

「その結果、環境基本法において、人の健康の保護及び生

活環境の保全の上で維持されることが望ましい基準として

定められている環境基準については、光化学オキシダント

を除いた全ての基準を達成しています。」 

 

⑯ 修正素案 

(その３)P16 

(その４)P23 

第３章第２節 

（２）施策の方向 施策４ 美しい景観の形成 

・＜現状と課題＞の蕪島の説明を追加 

「ウミネコ繁殖地として国の天然記念物である蕪島」 

 

⑰ 修正素案 

(その３)P17 

(その４)P24 

第３章第２節 

（２）施策の方向 施策５ 文化・歴史環境の保全 

・＜現状と課題＞の記述を修正 

「歴史・文化遺産は、私たちの生活に潤いと安らぎ、心の

豊かさを与えてくれることから、今後も市の宝、市民の誇

りとして次の世代へ引き継いでいく必要があります。」 

 

⑱ 修正素案 

(その３)P18 

(その４)P25 

第３章第２節 

（３）効果指標 指標１ 

・指標名を修正 

「大気汚染物質の環境基準達成度合」（単位：％、日） 

 

⑲ 修正素案 

(その３)P22 

(その４)P30 

第３章第３節 

（２）施策の方向 施策１ 省エネルギーの推進 

・「二酸化炭素排出量の部門別割合（間接排出量）(令和２

(2020)年度)」における八戸市推計のグラフの修正 

 

⑳ 修正素案 

(その３)P26 

(その４)P33 

第３章第３節 

（２）施策の方向 施策４ ３Ｒの推進 

・＜市民・事業者に期待される役割＞の整理 
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㉑ 修正素案 

(その３)P28 

(その４)P36 

第３章第３節 

（２）施策の方向 施策６ リサイクル関連産業の振興 

・＜現状と課題＞の記述の変更 

「企業それぞれの技術力を活かして連携することにより」 

 

 

㉒ 修正素案 

(その３)P29～33 

(その４)P37～40 

第３章第３節 

（３）効果指標 

・目標年度値の設定 

指標１ 市内の二酸化炭素排出量 

  目標年度値：222.2万ｔ 

指標２ 太陽光発電設備導入容量 

 目標年度値：154,000kW 

指標３ 市民１人あたり年間平均バス利用回数 

 目標年度値：34.4回 

指標４ １人１日あたりの家庭系ごみ排出量(資源物を除く) 

  目標年度値：538ｇ／人・日 

指標５ 年間事業系ごみ排出量 

  目標年度値：19,074ｔ 

指標６ １人１日あたりの最終処分量 

 目標年度値：102ｇ／人・日 

指標７ リサイクル率（行政回収分＋民間回収分） 

 目標年度値：37.0％ 

 

㉓ 修正素案 

(その３)P35 

(その４)P43 

第３章第４節 

（２）施策の方向 施策２ 環境関連情報の発信 

・＜市の施策方針＞の記述の変更 

◇ホームページ、広報などを活用した情報発信を積極的

に行う 

 

㉔ 修正素案 

(その３)P39 

(その４)P48 

第４章第１節 

（１）庁内の推進体制 

・環境管理委員会に関する記述の修正 

 

㉕ （２）市民・事業者との連携体制 ③多様な主体との連携 

・本文の記述を変更 

「高等教育機関や市民団体など多様な主体と連携し、効果

的な課題解決に努めます。」 

R5.3審議会

会長の事前

意見 

㉖ 修正素案 

(その３)40 

(その４)P49 

第４章第２節 

（４）中間評価について 

・本文の記述を変更 

「中間評価を実施し、その結果を踏まえて必要に応じて計

画の見直しを行います」 

 

㉗ 素案（修正版その４）の下線部分のうち、上記①から㉖までの修正事項及び「御意見・御質

問に対する回答（環境基本計画）」で示した修正事項以外は、計画内容の主旨を変更しない

範囲内の軽微な修正（字句の訂正、用語の整理、表現の変更など） 

 


